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 湘南地区には、自治会連合会、９つの単位自治会があり、自助・共助の組織として、地域住民相

互の連帯感、自治意識向上を図っている。また、自治会以外での団体も地域課題に専門的に取り

組み、地域の中で年間を通した様々な活動を行っている。一方で、少子高齢化や核家族化などの

理由から生活スタイルは多様化し、個々の団体だけでは解決できない様々な問題が生まれるなど、

湘南地区が力を合わせて地域課題を解決していかなければならない必要性が生じてきている。 
 そのような中、湘南地区においても地域で起きている身近な問題を地域住民自身の力で解決し

たいという気運が高まり、湘南地区自治会連合会では茅ヶ崎市が提案する新たな地域コミュニテ

ィ制度のモデル地区として参画することを決め、湘南地区まちぢから協議会を設立することとな

った。 
  



認定審査基準確認表 

湘南地区まちぢから協議会 

審 査 基 準 基準への適合状況（申請時） 基準への適合状況（R６年度） 

(1) 

申請書に、主として活動する区域が記載されて

いるか。 

申請書に活動区域の記載あり。 

申請団体の規約に、主として活動する区域が規

定されているか。 

規約第１条に市長が告示する湘南地区を協議会 

の活動区域とする旨規定あり。 

・申請時と同様で変更無し。

規約に規定された主として活動する区域が、市

長の告示する区域と合致しているか。 

市長が告示する区域である、審議会ファイル「別図４」

と規約第１条における協議会の活動区域が合致。 

・申請時と同様で変更無し。

(2) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、

当該活動区域に有する、市長に届け出た全ての

自治会（以下「全ての自治会」という。）が規

定されているか。 

規約第５条（１）に「湘南地区に属する各単位自治会

の代表」が委員である旨記載あり。 

・申請時と同様で変更無し。

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

書類により、全ての自治会が構成員であること

が明確であるか。 

市長に届け出た自治会は「地区別単位自治会の名称」

のとおり９自治会あり、名簿に、「地区別単位自治会の

名称」に記載されている全ての自治会名が記載されて

いる。 

・別紙名簿のとおりいくつかの自治会で会長の変

更はあるものの、申請時と同様に全ての自治会が

構成員となっている。 

(3) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、

茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する

条例施行規則第３条第１項各号に規定された

団体が規定されているか。 

規約第５条（２）～（９)に規定あり。（（６）～（８）

を除く。） 

◆地域福祉の推進を主たる目的とするコミュニティ

（２）湘南地区社会福祉協議会 

（３）湘南地区民生委員児童委員協議会 

（９）ボランティアセンター湘南ハート＆ハート 

◆文化、芸術又はスポーツの振興を主たる目的とする

コミュニティ

（４）湘南地区体育振興会 

◆児童又は青少年の健全な育成を主たる目的とするコ

ミュニティ

（５）柳島小学校区青少年育成推進協議会 

・号ずれによる変更はあるものの、構成団体につ

いては、申請時と同様で変更なし。 

規約第５条（２）～（８)に規定あり。（（６）

～（７）を除く。） 

◆地域福祉の推進を主たる目的とするコミュニ

ティ

（２）湘南地区社会福祉協議会 

（３）湘南地区民生委員児童委員協議会 

（８）ボランティアセンター湘南ハート＆ハート 

◆文化、芸術又はスポーツの振興を主たる目的と

するコミュニティ 

（４）湘南地区体育振興会 

◆児童又は青少年の健全な育成を主たる目的と

するコミュニティ 

（５）柳島小学校区青少年育成推進協議会 

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

書類により、前項の団体が構成員であることが

明確であるか。 

名簿に、「規約第５条（２）～（９）（（６）～（８）を

除く。）」に規定される団体名が記載されている。 

・号ずれによる変更はあるものの、構成団体申請

時と同様で変更無し。 

「規約第５条（２）～（８）（（６）～（７）を除

く。）」に規定される団体名が記載されている。 

(4) 

申請団体の規約に、公募により選出される構成

員について規定されているか。 

規約第５条（１１）に規定あり。 ・号ずれによる変更はあるものの、構成団体申請

時と同様で変更無し。 

「規約第５条（１０）」に規定されている。 

(5) 

申請団体の規約に、申請団体の活動又は事業に

活動区域の誰もが参加できることが規定され

ているか。 

規約第９条、第２２条～第２７条に部会の規定あり。

湘南地区まちぢから協議会部会規程に部会の所掌事項

が規定されている。 

・申請時と同様で変更無し。

・昨年度実施された各事業においてはいずれも参

加条件を設けず、誰もが参加できる事業とした。 

(6) 

申請団体の規約に、運営が民主的に行われる仕

組みが規定されているか。 

規約第９条第２項及び第３項に過半数の出席、多数決

といった意思決定の方法が規定されている。 

・申請時と同様で変更無し。

・役員の選出においては、各種団体等から選出し、

自治会のみの構成とならないよう配慮している。 

(7) 

申請団体に関する、目的、名称、主として活動

する区域、主たる事務所の所在地、代表者に関

する事項、会議に関する事項が規定された規約

があるか。 

規約第１条に名称及び主として活動する区域、第２条

に主たる事務所の所在地、第３条に目的、第８条に代

表者に関する事項、第９条に会議に関する事項が規定

されている。 

・申請時と同様で変更無し。

(8) 

申請団体の規約に、営利的活動、宗教的活動、

政治的活動を主たる目的とする事業が行われ

ないことが読み取れるか。 

・別紙事業報告書のとおり、規約第 3 条に規定さ

れた目的達成に関する事業のみを行っている。 
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湘南地区まちぢから協議会規約 

（名称及び活動区域） 

第１条 この会は、湘南地区まちぢから協議会（以下「協議会」という。）と称し、市長が告示する

湘南地区（以下「湘南地区」という。）を活動区域とする。 

（所在地） 

第２条 協議会の所在地は、コミュニティセンター湘南（所在地：茅ヶ崎市中島１６７０）に置く。 

（目的） 

第３条 協議会は、地域における課題解決のため、住みよい地域社会の構築を目指し、地域住民、各

種団体及び市が一体となり、自主的、主体的に地域活動を行うことを目的とする。 

２ 協議会は、コミュニティセンター湘南及び子どもの家わくわくらんどの管理運営を行い、住民の

学習、集会、レクリエーション並びに子どもの集う場を提供し、住民相互の連帯感と自治意識の高

揚を図り、心の豊かさとふれあいのある地域社会を形成することを目的とする。 

（事業） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）湘南地区内住民及び各種団体の共通の課題解決に向けての協議、学習等に関すること。

（２）湘南地区内の各種団体の活性化及び各種団体相互の連絡調整に関すること。

（３）湘南地区内住民の参画と情報の共有並びに協働の推進に関すること。

（４）コミュニティセンター湘南及び子どもの家わくわくらんどの管理運営に関すること。

（５）その他、前条の目的達成に必要な事業の実施に関すること。

（委員） 

第５条 協議会の委員は、次に掲げるものとする。 

（１）湘南地区に属する各単位自治会の代表

（２）湘南地区社会福祉協議会の代表

（３）湘南地区民生委員児童員協議会の代表

（４）湘南地区体育振興会の代表

（５）柳島小学校区青少年育成推進協議会の代表

（６）湘南地区防災会の代表

（７）湘南夢わくわく公園利用推進委員会の代表

（８）ボランティアセンター湘南ハート＆ハートの代表

（９）協議会が推薦する者

（10）公募による者

２ 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第６条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  ２名 

（３）事務局長 １名

（４）会計 １名 
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（５）監事   ２名 

２ 前項の役員は、総会において、委員の中から選任する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ

ならない。 

（役員の職務） 

第８条 役員は、次の職務を行う。 

（１）会長は、協議会の事務を総括し、協議会を代表する。

（２）副会長は、会長を補佐するとともに協議会の業務を分担する。会長に事故があるとき又は会

長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順位によりその職務を代理する。 

（３）事務局長は、事務局を統括する。

（４）会計は、協議会の会計事務を処理する。

（５）監事は、次の職務を行う

ア 協議会の会計の状況を監査すること

イ 会長、副会長、会計の業務執行の状況を監査すること。

ウ 前各号により不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。また、これを報

告するため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。 

２ 役員（監事を除く）は、次期役員を推薦するための選考委員を務め、当期役員会で審議する。 

（会議） 

第９条 協議会の会議は、総会、役員会、運営委員会及び部会とする。 

２ 会議は、各会議を構成する者の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、総会及び

運営委員会にあたっては委員のうち、委任状の提出があった者については、出席があったものとみ

なす。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（総会の構成） 

第１０条 総会は、委員をもって構成する。 

２ 総会の議長は、本会の会長が就く。 

（総会の種別） 

第１１条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、年度当初に開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、総会を構成する者の三分の一以上から会議の目的たる事

項を示して請求があったとき及び第８条第１項第５号ウの規定により監事から請求があったときに

開催する。 

（総会の招集） 

第１２条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するときは、委員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して会議の７日前ま
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でに通知しなければならない。 

（総会の議決事項） 

第１３条 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）事業報告及び決算に関すること。

（２）事業計画及び予算に関すること。

（３）コミュニティセンター湘南及び子どもの家わくわくらんどの事業報告及び決算に関すること。 

（４）コミュニティセンター湘南及び子どもの家わくわくらんどの事業計画及び予算に関すること。 

（５）委員、役員、部会長の選任及び解任に関すること。

（６）規約の制定及び改正に関すること。

（７）その他、第５条に掲げる委員から提案された事項に関すること。

（総会の議事録） 

第１４条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所

（２）委員の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員も含む。）

（３）開催目的、協議事項及び議決事項

（４）議事の経過の概要及びその結果

（５）議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２名以上の署名押印をしなけれ

ばならない。 

（役員会の構成） 

第１５条 役員会は、役員（監事を除く）と部会長をもって構成する。 

２ 役員会の議長は、会長が就く。 

３ 役員会には、役員及び部会長以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

（役員会の招集） 

第１６条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（役員会の議決事項） 

第１７条 役員会は、次の事項を議決する。 

（１） 総会及び運営委員会に付議する事項

（２） 総会及び運営委員会において議決された事項のうち、協議会全体に係るものの執行に関する事

項

（３） その他総会及び運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（運営委員会の構成） 

第１８条 運営委員会は、委員をもって構成する。 

２ 運営委員会の議長は、会長が就く。 

３ 運営委員会には、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

（運営委員会の招集） 

第１９条 運営委員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 
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（運営委員会の議決事項） 

第２０条 運営委員会は、次の事項を議決する。 

（１）総会及び役員会に付議すべき事項

（２）各部会が協議した事業に関する事項

（３）コミュニティセンター湘南及び子どもの家わくわくらんどの管理運営に関すること

（４）各部会間及び各種団体間の連絡調整

（５）新たな部会の設置に関する事項

（６）総会及び役員会において議決された事項の執行に関する事項

（７）総会及び役員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（８）協議会に寄せられた意見及び提案事項（以下「意見等」という。）に関する事項

（９）その他、委員から提案された事項

（運営委員会の議事録） 

第２１条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所

（２）委員の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員も含む。）

（３）開催目的、協議事項及び議決事項

（４）議事の経過の概要及びその結果。

（部会の構成） 

第２２条 部会は、部会員をもって構成する。 

２ 部会に、総会で委員の中から選任された部会長を置く。 

３ 部会の議長は、部会長が就く。 

４ 部会長は、副部会長を選任する。 

（部会長及び副部会長の職務） 

第２３条 部会長、副部会長は次の職務を行う 

（１）部会長は、当該部会を代表し、会務を総括する。

（２）副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（部会長及び副部会長の任期） 

第２４条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務

を行わなければならない。 

（部会長及び副部会長の解任） 

第２５条 部会長及び副部会長が、本規約に違反したとき又は協議会の名誉を傷つける行為をしたと

きは、総会の議決により解任することができる。 

（部会の招集） 

第２６条 部会は、運営委員会または部会長が必要と認めたときに招集する。 

（部会の協議事項） 

5



 

 

第２７条 部会は、所掌する事項について調査・協議し、各種の事業を実施する。 

２ 部会名及び所掌する事項は、別に定める。 

 

（事務局） 

第２８条 協議会に、事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に事務局員として運営委員会で承認を得た者を置くことができる。 

 

（事務局の所掌事務） 

第２９条 事務局は、次の事務を行う。 

（１）会議への出席 

（２）会議の開催通知書の作成及び送付 

（３）会議の資料の作成 

（４）会議録、及び議事録の作成 

（５）会計事務に伴う資料の作成 

（６）茅ヶ崎市や関係団体との連絡調整 

（７）協議会に寄せられた意見等のとりまとめ 

 

（事業及び会計年度） 

第３０条 協議会の事業及び会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日とする。 

 

（経費） 

第３１条 協議会の経費は、補助金、委託金、寄附金及びその他の収入をもってあてる。 

 

（住民等からの意見等の取り扱い） 

第３２条 会議でだされた意見等のほか、湘南地区の住民及び各種団体から寄せられた意見等は、事

務局が取りまとめ、運営委員会に報告する。 

 

（必要事項） 

第３３条 その他、協議会の運営について必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この規約は、平成２５年３月１７日から施行する。 

 

この規約は、平成２５年４月２９日から施行する。 

 

この規約は、平成２５年６月１６日から施行する。 

 

この規約は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規約は、平成２８年５月２８日から施行する。 

 

この規約は、令和３年３月２１日から施行する。 

 

この規約は、コミュニティセンター湘南管理運営委員会の組織組み入れによる廃止に伴い、令和

２年９月２０日の臨時総会にて議決され、令和３年４月１日から施行する。 
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湘南地区まちぢから協議会 部会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、湘南地区まちぢから協議会規約第２７条第２項の規定により、湘南地

区まちぢから協議会の部会名及び所掌する事項等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（部会について） 

第２条 湘南地区まちぢから協議会に設置する部会は、次のとおりとする。 

 (1) 自治会長部会 

 (2) 社会福祉部会 

 (3) スポーツ健康部会 

 (4) 子ども育成部会 

 (5) 防災安全部会 

 (6) 広報部会 

 (7) コミセン部会 

（部会の所掌する事項等について） 

第３条 前条に規定した部会の所掌する事項及び具体的な取り組み内容は、次のとおりと

する。 

 (1) 自治会長部会 

  ア 自治会で対応すべき課題や自治会を中心とした事業等に関すること 

  イ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること 

 (2) 社会福祉部会 

  ア 地域福祉の推進に関すること 

  イ 社会的弱者の支援に関すること 

  ウ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること 

 (3) スポーツ健康部会 

  ア スポーツを通した健康の増進に関すること 

  イ 地域医療の推進に関すること 

  ウ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること 

 (4) 子ども育成部会 

  ア 青少年育成に関すること 

  イ 小・中学校に関係した事業等に関すること 

  ウ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること 

 (5) 防災安全部会 

  ア 安全・安心な暮らしに関すること 

  イ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること 
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(6) 広報部会

ア 広報活動に関すること

イ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること

(7) コミセン部会

ア コミュニティセンター湘南の運営に関すること

イ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること

附 則 

この規程は、平成２５年３月１７日から施行する。（協議会の設立） 

この規程は、平成２９年６月１８日から施行する。（広報部会の追加） 

この規定は、令和４年４月１日から施行する。（コミセン部会の追加） 
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NO 役　職 所属団体名

行政　地区担当 杉本
スギモト

 真太郎
シンタロウ

市民自治推進課

新任

新任

19 公募委員 秦野
ハダノ

　拓也
タクヤ 公募による採用

(まちスポ茅ヶ崎)

20 公募委員 田中
タナカ

 秀明
ヒデアキ

公募による採用

18 運営委員 新任 加藤
カトウ

　渡
ワタル 協議会推薦

おでかけワゴン事務局長

16 運営委員 廣田
ヒロタ

　紀和
ノリカズ 湘南夢わくわく公園

利用推進委員長

17 運営委員 根岸
ネギシ

　和雄
カズオ ボランティアセンター湘南

　ハート＆ハートセンター長

14 運営委員 奥山
オクヤマ

　茂
シゲル

浜見平団地自治会 会長

15 運営委員 守家　英二
モリヤ　エイジ

松風自治会 会長

13 運営委員 新任 秋元
アキモト

 哲雄
テツオ グランヴァーグ茅ヶ崎

自治会 会長

12 運営委員 新任 河田
カワダ

　伸人
ノブト

エクシード茅ケ崎自治会 会長

中山
ナカヤマ

　喜貴
ヨシタカ

協議会推薦

11 運営委員 新任 青木
アオキ

　弘文
ヒロフミ

柳島自治会 会長

7
社会福祉
部会長 和賀

ワガ

　始
ハジメ 湘南地区民生委員

児童委員協議会 会長

6 監事 新任 杉嵜
スギサキ

　孝
タカシ 湘南地区

社会福祉協議会会長

5 監事

新任

甲賀
コウガ

　芳彦
ヨシヒコ ベルパーク湘南茅ヶ崎

自治会 会長

4 会計 高野
コウノ

　幸子
サチコ

協議会推薦

10
防災安全
部会長 永川

ナガカワ

 　治
オサム

松尾自治会 会長

8
スポーツ

健康部会長 青木
アオキ

滋行
シゲユキ

湘南地区体育振興会 会長

9 広報部会長

令和６年度「湘南地区まちぢから協議会」
役員・部会長・運営委員・公募委員選任

氏名

1
会　長兼

自治会長部会長 髙山
タカヤマ

　和茂
カズシゲ

協議会推薦

2 副会長 南
ミナミ

　栄美子
エミコ

子ども育成部会長

3 副会長 塩崎
シオザキ

　弘
ヒロ

禮
ノリ

中島自治会　会長
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前年度の活動報告書及び収支決算書 

令和５年度「湘南地区まちぢから協議会」事業報告 
（１）総会・運営委員会・役員会

会議名 実施月 主な内容、 

総会 

令和 5年 

4 月 30 日 

(出席者 21名) 

委任状 1 名含む 

欠席 1名 

○令和 4 年度事業報告・収支決算・監査報告

○令和 5 年度推薦委員・役員及び部会長の選任

○令和 5 年度事業計画案・収支予算案・部会規定改定案

○令和 4 年度おでかけワゴン事業報告・収支決算・監査報告

○令和 5 年度おでかけワゴン役員及び運営委員選任案

〇令和 5 年度おでかけワゴン事業計画案・収支予算案 

○令和 4 年度コミセン部会事業報告・収支決算・監査報告

〇令和 5 年度コミセン部会役員・部会員選任案 

○コミセン部会「印刷機使用要綱」の改定案

〇令和 5 年度コミセン部会事業計画案・収支予算案 

議案審議結果、全て承認された。定数：２２名→賛成２1 名 

役員会 通年 

毎月第 2 土曜日 

1）定例議題

・まちぢから協議会連絡会報告(行政からの事項、犯罪発生)

・おでかけワゴン事業の進捗状況について

・令和 5 年度特定事業(子ども育成部会・広報部会)の報告

・各部会長からの報告 他

運営委員会 
通年 

毎月第 3 日曜日 

1）定例議題

・まちぢから協議会連絡会報告(行政からの事項、犯罪発生)

・おでかけワゴン事業の進捗状況について

・令和 5 年度特定事業(子ども育成部会・広報部会)の報告

・自治会、各団体からの報告 他

（２）自治会長部会

会議・事業 実施月 主な内容 

自治会長部会 

定例会 

（毎月の運営委

員会前に開催） 

令和５年５月 

～令和６年３月 

〇まちぢから協議会連絡会の内容詳細報告 

・市からの連絡事項、市内犯罪発生状況報告、他議題について

〇各自治会の課題審議、情報共有 

〇湘南地区から行政、他への依頼事項審議 

役員会 
令和５年５月 

～令和６年３月 

〇まちぢから協議会運営委員会報告内容の事前確認 

報告内容の審議必要事項の役員会判断 

運営委員会 
令和５年５月 

～令和６年３月 

〇まちぢから協議会連絡会の内容報告、説明 

・市からの報告事項、市内犯罪発生状況報告、他
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（３）子ども育成部会   

会議・事業 実施月 主な内容 

学習支援 

(中中トレイン) 

5 月～ 

令和 6 年 3 月 

○21 回開催、生徒・講師他延べ４３８名 

○地域の大人が関わり、生徒の学習サポートや自主学習 

 の場を提供 

○大学生(中島中卒業生)も講師として参加 

環境パトロール

（学区内） 

6 月・7 月・10 月 

令和 6 年 1 月 
○小・中学校の先生、保護者、地域の方含め９８名参加 

柳島スポーツ公園 

クリスマス 

オーナメント作り 

12 月 9 日(土) 
○柳島スポーツ公園主催事業に協力 

○クリスマスリースと松ぼっくりのツリー作り等 

やなスポ 2024 

イベント支援 

令和 6 年 

3 月 24 日(日) 

○柳島スポーツ公園主催、まちぢから協議会主催事業 

○イベントとして、模擬店、遊びの広場の提供 

 

（４）防災安全部会  

  【防災】 

会議・事業 実施日 主な内容 

第 1 回 

「防災安全部会」 

会議 

5 月 28 日 

○ 令和 5 年度役員自己紹介 

○「防災安全部会」事業計画活動について 

○「湘南地区防災訓練について 

 ・イベント型訓練 想定する災害：地震 

 ・避難所開設について 

○意見交換 

第 2 回 

臨時会 

「防災安全部会」 

会議 

8 月 19 日 

○令和５年度湘南地区防災訓練計画案 

 ・地震想定・避難所開設について 

○地区防災訓練企画概要案の説明（防災対策課） 

・イベント型訓練の方針確認と委員の合意形成 

○訓練内容について意見交換 

○防災安全部会役員のグループライン作成 

令和 5 年度湘南地区

防災訓練 
9 月 23 日 

○2023 防災フェス （スタンプラリー） 

 ・防災動画・起震車・消防車・消火器体験 

 ・防災テント・間仕切り・トイレ組立 

 ・防災倉庫の展示・非常持ち出し袋・防災クイズ 

中島中学校防災学習

支援 
10 月 31 日 

○3 年生を対象に以下の訓練指導 

・担当自治会：松尾自治会自主防災会 

・水消火器操作訓練 

・毛布担架使用等で搬送訓練 

茅ヶ崎市みんなの防

災展参加 
R6.2 月 17 日 

松尾自治会自主防災会より防災活動事例紹介 

【避難行動要支援者取り組み事例】 
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第 4 回 

「防災安全部会」 

会議 

R6.3 月 10 日 

○令和 5 年度「防災安全部会」事業計画総括 

○各自治会自主防災活動報告 

○防災対策課から報告 

○次年度湘南地区防災訓練内容について意見交換 

  ※令和 5 年度より、情報連絡及び緊急連絡等「グループ LINE」にて情報発進を実施 

【安全】  

会議・事業 実施日 主な内容 

交通事故撲滅 

キャンペーン 

5 月 11 日・18 日 

9 月 21 日 

全国で春・秋に実施される交通安全週間に合わせ、運動強化

月間として信号のない横断歩道等(４箇所)で、手をあげて渡ろ

う啓発運動を行った。 

子ども見守り 

パトロール 
年間通じて 

○小学校登校時の見守りパトロール 

＜協力団体＞・エクシードさわやかクラブ 

・柳島自治会、 ・中島自治会 

「ひまわり」で 

「みまもり」 
10 月 11 日～ 

〇プランターに植えた花に水をやりながら見守り 

 活動をする取組み実施 

 ・昨年配布した家庭へ花苗を配布(80 個） 

  今年度の花はピンクパンサー 

防犯ネットワーク会議 2 月 17 日 

○茅ヶ崎市犯罪の現状（警察署 生活安全課）について 

○グループディスカッション 

○警察からの講評 

 

○防災安全部会長選出について 

 防災安全部会規約で、部会長の任期は 2 年となっている。 

令和６年度より、防災安全部会長は各自主防災会の順番制とした。(R6.3.10 防災安全部会にて決定) 

順番 自主防災会名 年度 

1 柳島自主防災会 ～R3 年度 

2 エクシード茅ヶ崎自主防災会 Ｒ４年度～Ｒ5 年度 

3 松尾自主防災会 Ｒ6 年度～Ｒ7 年度 

4 浜見平自主防災会 Ｒ8 年度～Ｒ9 年度 

5 グランヴァーグ自主防災会 Ｒ10 年度～Ｒ11 年度 

6 中島自主防災会 Ｒ12 年度～Ｒ13 年度 

7 ベルパーク湘南茅ヶ崎自主防災会 Ｒ14 年度～Ｒ15 年度 

  

（５）スポーツ健康部会   

会議・事業 実施日 主な内容 

ニュースポーツ 

普及活動 

令和 5年 4月～ 

令和6年3月 

〇柳小体育館で毎週日曜日開催 

〇ソフトバレーボール、 ファミリーバトミントン  

 その他 新しいニュースポーツの紹介 

〇ニュースポーツ教室 

定例会 令和 5年 5月～ ○イベント開催の企画・調整 
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令和 6年 3月 ○延べ 13 回実施 

湘南地区 

スポーツ大会 
7 月 29 日(土) 

○自治会対抗ペタンク大会実施(夢わくわく公園にて) 

・柳島、中島、松尾、ベルパーク、エクシード参加 

 ・優勝：エクシード(さわやかクラブ)、準優勝：柳島 

湘南地区スポーツ 

フェスティバル 
10 月 8 日（日） 

○柳島スポーツ公園競技場 ９：３０～ 

・７種目(ストラックアウト、グランドゴルフ、キャタピラ

走、ペタンク、輪投げ、50m 走、ドリブルアタック)のス

ポーツを趣向凝らした形で実施 

・当日は総勢 230 名（昨年 133 名）参加 

第 86 回高南一周駅

伝競走大会 

令和 6年 

1 月 8日（祝日） 

○柳島スポーツ公園周辺にて開催 

 ・男女各 2 チーム・小学生 3 チーム 計 7 チーム出場 

 ・小学生 A チーム優勝 

第 27 回地区別 

ニュースポーツ 

フェスティバル 

令和 6年 

2 月 19 日（日） 

○種目：ソフトバレーボール(総合体育館)、ペタンク 

（雨の為中止） 

・ソウトバレーボール：女子、男女混合とも 優勝 

第 11 回地区別親善 

ニューススポーツフ

ェスティバル 

令和 6年 

3 月 10 日（日） 

○種目：ファミリーバトミントン(総合体育館) 

 ・3 チームが出場 

やなスポ 2024 

イベント支援 

令和 6年 

3 月 24 日(日) 

〇柳島スポーツ公園主催、まちぢから協議会共催行事 

〇柳島スポーツ公園にて、ストラックアウト実施 

 

（６）社会福祉部会（湘南地区社会福祉協議会）  

会議・事業 実施日 主な内容 

総会 令和 5年 4月 〇書面表決にて実施した。 

役員定例会 通年 〇毎月（12 回開催） 

ボランティアセンター

湘南活動支援 
通年 〇月例実務者会議への参加 

敬老の日 令和 5年 9月 〇敬老の日に米寿対象者 51 名へ祝い品を配布した。 

ふれあい映画祭 
4 月･6 月･8 月･10 月 

12 月･R6.2 月 

〇年 6 回開催 

〇参加人数：延べ 180～200 名 

福祉まつり 10 月 28 日 参加人数 約 500 名 

オレンジカフェ R6.1 月 26 日・27 日 BRANCH にて開催、延べ 173 名参加 

会報「しょうなん」 

発行 

令和 5年 7月 1日号 

令和 6年 1月 1日号 
〇自治会全世帯及び関係施設配布 

 

 

（７）広報部会  

会議・事業 実施日 主な内容 
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認定コミュニティ 

事業計画承認 
 

○助成金 158,157 円、会報印刷費、物品費 

教育費 

広報委員会定例会 

（従来の広報部会全体

会議と統合） 

４月～ 

令和 6年 3 月 

○本年度より、各自治会の情報通信委員も出席 

○毎月第３日曜日に計 11 回開催。1回休会。 

事業進捗報告、事業計画、会計報告など 

○HP 運用の技術的質疑応答。 

○各自治会の HP活用に関する意見交換。 

HP 作成・更新教育 
 ○内部講師に依る演習形式 計 2 回開催 

ホームページへの投稿スキル習得教育 

広報紙｢まちぢだより｣

発行編集会議、発行 

7 月・12月 

令和 6年 3 月 

○各号につき２回編集会議を実施 

・記事の調整、編集内容の校正等 

広報紙｢まちぢだより｣ 

発行 

7 月・12月 

令和 6年 3 月 

○各号 6,500 部を各戸配布 

(自治会員、非自治会員) 

 

○各種会議を除く事業 

会議・事業 実施日 主な内容 

環境パトロール 
6 月・7 月・10月 

令和 6年 1月 

〇子ども育成部会と共催で地区内のパトロール実施 

（小・中学校の先生、保護者含む） 

ひまわり」で 

「みまもり 
10 月 11 日～) 

〇プランターに植えた花に水をやりながら見守り 

 活動をする取組み実施 

 ・昨年配布した家庭へ花苗を配布(80 個） 

  今年度の花はピンクパンサー 

美化キャンペーン 

グリーン茅ヶ崎 

海岸清掃 

6 月 4日(日) 

10 月 29 日(日) 

〇茅ケ崎市とまちぢから協議会連絡会との共催 

 ・地区自治会役員及びボランティア住民が参加 

・参加人数：100 名 

○10/29 は雨天により中止 

道の駅 

「湘南ちがさき」

説明会 

8 月 26 日(土) 

○令和 7年 7月オープンを目指し進めている道の駅 

整備事業について行政及び道の駅整備事業団より説明 

○出席者：27名 

やなスポ納涼祭 

イベント支援 
8 月 25 日(金) 

○柳島スポーツ公園との共催事業として実施 

・模擬店(松尾・エクシード・推進協) 

・イベント「こども遊び広場」でのゲーム等 

行政と意見交換会 9 月 9日(日) 

テーマ：第 3部構成 

 ①道の駅開発事業について(行政より報告) 

 ②防災取り組み点検について 

 ③地域の課題→要望書提出 

○出席者：行政 10名,湘南地区 30名,市議会議員 4名 

街頭共同 

募金活動 

赤い羽根： 

10 月 19 日(木) 

年末助け合い： 

〇BRANCHⅡにて街頭募金活動実施 

・協力者：自治会・民児協・地区社協 他 

・募金金額：赤い羽根募金：¥12.956- 
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12 月 22 日(金) 年末助け合い募金：¥26,278- 

募金金額は、社会福祉協議会へ寄付 

能登半島地震災害 

支援募金活動 

1 月 13 日(月) 

～2 月 9 日(日) 

○コミュニティセンター湘南に募金箱を設置 

 来館者への募金協力依頼及び各団体、各自治会での 

 募金活動実施した。 

○夢わくわく公園利用推進委員会と共催で 1/13、1/28 

 公園駐車場横にてチャリティーイベント(オープン

マイク形式音楽イベント)開催し、支援募金活動を 

 実施した。 

 募金総額：72,328 円 →湘南地区まちぢから協議会

より茅ケ崎市を通じて日本赤十字社へ全額送った 

交通事故 

撲滅運動 

令和 5年 

5 月 11 日(水)・18日 

9 月 21 日(木) 

〇春・秋の全国交通安全運動に合わせ“信号のない横

断歩道では手をあげて渡ろう”啓発運動を行った。 

 登校時間帯 6 箇所で実施 

賀詞交歓会 
令和 6年 

1 月 6日(土) 

○出席者総勢 59 名 

・行政 11 名 

・まちぢから協議会、地域各団体、学校関係：47 名 

・市議会議員 1 名 

道の駅建設工事 

説明会 

令和 6年 

3 月 10 日(日) 

令和 6 年 3 月下旬より建設工事開始に伴う、工事車両 

通行等について、行政等からの説明会を実施 

参加者：12 名 

やなスポ 2024 

イベント支援 

令和 6年 

3 月 24 日(日) 

〇柳島スポーツ公園主催、まちぢから協議会共催行事 

〇柳島スポーツ公園にて、各自治会模擬店への出店 

○子ども育成部会、スポーツ健康部会による 

イベント実施  

 

※ 主要事業の詳細は、広報紙「まちぢだより shonan」第 17 号・第 18 号・第 19 号参照下さい。 
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１．収入 単位(円)

差額
B B－A

前期繰越金 434,913 434,913 0

地域コミュニティ設置運営費補助金 250,000 250,000 0

茅ヶ崎市より防災補助金 87,000 25,700 △ 61,300 市よりの補助金

自治会分担金 130,000 124,240 △ 5,760 ８自治会

認定コミュニティ特定事業助成金（広報） 158,127 153,127 △ 5,000 市よりの助成金

認定コミュニティ特定事業助成金（中中ﾄﾚｲﾝ） 70,000 70,000 0 市よりの助成金

雑収入 0 4 4 預金利子

その他 0 11,000 11,000
大和リースよりﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ協力金（8,000）
神奈川県防犯協会より（3,000）

合　計 1,130,040 1,068,984 △ 61,056

２．支出 単位(円)

差額
B B－A

事務費 50,000 28,782 △ 21,218 コピー・印刷代

会議費 10,000 30,620 20,620
・まちぢから協議会連絡会　年会費
・意見交換会

研修費 55,000 0 △ 55,000 視察研修

広報啓発費 30,000 80,780 50,780 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｻｰﾊﾞｰ年間使用料￥16,000、インクカートリッジ他

事業費 329,000 227,484 △ 101,516
・防災訓練費
・環境パトロールお茶代、交通安全のぼり旗他

部会活動助成金 0 0 0
４部会（広報部・スポーツ健康部・子ども育成部
　　　　　社会福祉部会）

役員手当 31,000 0 △ 31,000 役員  名

認定コミュニティ特定事業助成金（広報） 158,127 150,122 △ 8,005 まちぢだより発行第17・18・19号他

認定コミュニティ特定事業助成金（中中ﾄﾚｲﾝ） 70,000 64,215 △ 5,785

市への返還金 0 8,790 8,790 広報部会￥3,005、中中トレイン￥5,785

振込手数料 0 165 165

予備費 396,913 57,466 △ 339,447 防災無線開局更新費用

繰越金 0 420,560 420,560 令和６年度へ繰越金

合　計 1,130,040 1,068,984 △ 61,056

令和6年4月9日

　　　上記の通り報告いたします。

項　　目
予算額 決算額

内　　容
A

令和５年度　湘南地区まちぢから協議会収支決算・監査報告
令和５年４月１日～令和６年３月３１日

項　　目
予算額 決算額

備　　　　　考
A
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当該年度の活動計画書及び収支予算書                   
 

令和６年度「湘南地区まちぢから協議会」事業計画 
１．会議・事業 

会議・事業 実施月 区分 主な内容 

令和 6 年定期総会 4 月 21 日 主催 
事業報告・収支決算報告 

事業計画(案)・予算(案)他 

役員会、運営委員会 通年 主催 
役員会：毎月第 2 土曜日 

運営委員会：毎月第 3日曜日 

交通事故撲滅運動 
4 月 9 日(火)入学式 

9 月 24 日(火) 
主催 

春秋の全国交通安全運動に合わせ 

“横断歩道で手をあげて渡ろう”啓発活動 

美化キャンペーン 

クリーン茅ヶ崎 

6 月 2 日(日) 

10 月 27 日(日) 

共催 

主催 

6 月：行政・まちぢから協議会連絡会 

10 月：湘南地区主催で実施 

ひまわり」で 

「みまもり」 
6 月中旬～下旬 主催 

配布したプランタンに季節の花苗を植え

てもらい、水をやりながら児童の見守り

活動を行う。(湘南地区 約 80 ヶ所) 

行政との意見交換会 8 月上旬 主催 テーマを絞って開催 

柳島スポーツ公園 

納涼祭 

8 月 23 日(金) 

雨天順延 25 日(日) 
共催 

柳島スポーツ公園との共催にて、平塚花

火大会に合わせ実施 

湘南地区スポーツ大会 夏～秋 共催 
会場：夢わくわく公園 

種目：ペタンク 

中島中学校文化交流会 9 月 14 日(土) 共催 中島中学校主催行事への協力 

湘南地区防災訓練 9 月 28 日(土) 共催 防災安全部会、柳島小学校にて開催 

第 2 回湘南地区スポーツ 

フェスティバル 
10 月 14 日(日) 共催 会場：柳島スポーツ公園競技場 

中島中学校での 

防災学習支援 
10 月末 共催 

防災安全部会 

 担当自治会：中島自治会 

福祉まつり 10 月 26 日(土) 協力 湘南地区社会福祉協議会 

コミセン湘南まつり

2024 
11 月 9 日(土) 共催 コミセン部会 

やなスポ秋まつり 

はたらくくるま大集合 
11 月 24 日(日) 共催 柳島スポーツ公園との共催 

新春賀詞交歓会 
令和 7 年 

1 月 12 日(日) 
主催 行政を交えて実施 

第 87 回高南一周駅伝 

競争大会 

令和 7 年 

1 月 13 日(祝日) 
協力 スポーツ健康部会 

やなスポフェス 2025 
令和 7 年 

3 月 23 日(日) 
共催 

 

柳島スポーツ公園との共催 
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さくらまつり 
令和 7 年 

3 月 29 日(土) 
共催 夢わくわく公園利用推進委員会 

環境パトロール 

(湘南地区パトロール) 
通年 共催 子ども育成部会 

○このほか、規約第３条に規定する協議会の目的達成のために必要な事業について、運営委員会にお

いて協議、決定する。 

○各部会で課題を抽出・検討し、具体的な取り組みは、運営委員会において決定する。 

 

２．各部会 
（1）自治会長部会 

 会議・事業 実施月 区分 主な内容 

自治会長部会 

定例会 

毎月第 3 日曜日 

(運営委員会前 

に開催) 

主催 

○まちぢから協議会連絡会の詳細報告 

 行政からの依頼事項、犯罪発生状況等 

○地域課題(各自治会相互関連など)掘り起こし 

まちぢから協議

会役員会 

毎月 

第２土曜日 
共催 

○まちぢから協議会運営委員会の事前審議 

○市まちぢから協議会連絡会の内容報告 

○地域課題を掘り起こし、その取り組み 他 

まちぢから協議

会運営委員会 
毎月 

第３日曜日 
共催 

○市まちぢから協議会連絡会の内容報告 

○湘南まちぢから協議会役員会の決定事案報告、

他 

 

（2）子ども育成部会 

会議・事業 実施月 区分 主な内容 

学習支援 

(中中トレイン) 

5 月～ 

令和 7 年 3 月 
主催 

○地域の大人が関わり、生徒の学習サポート

や自主学習の場を提供 

○月 2 回開催：水曜日と土曜日 

環境パトロール

（学区内） 

6 月・7 月・10 月 

令和 7 年 1 月 
主催 ○小・中学校の先生、保護者、地域の方々 

柳島スポーツ公園 

クリスマス 

オーナメント作り 

12 月 14 日(土) 協力 

○柳島スポーツ公園主催事業に協力 

○クリヅマスリースと松ぼっくりのツリー

作り等 

やなスポ 2025 

イベント支援 

令和 7 年 

3 月 23 日(日) 
協力 

○柳島スポーツ公園主催、まちぢから協議

会共催事業 

○イベントとして、模擬店、遊びの広場の 

提供 
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（3）防災安全部会 

 【防災】 

会議・事業名 日程 区分 主な内容 

定例会 
5 月・9 月 

令和 7 年 3 月 
主催 年 3 回開催 

湘南地区防災訓練 9 月 28 日(土) 主催 行政と連携し実施 

中島中学校での防災

学習支援 
10 月末 共催 

中島中学校の主催事業への支援 

令和 6 年担当：中島自治会 

茅ヶ崎市防災部会 

会長会議 

令和 7 年 

2 月～3 月 
参加 茅ヶ崎市防災対策課主催 

 【安全】 

会議・事業名 日程 区分 主な内容 

交通事故撲滅 

キャンペーン 

4 月 9 日(火) 

9 月 26 日(木) 
共催 

全国で春・秋に実施される交通安全週間に

合わせ、運動強化月間として信号のない横

断歩道等で、手をあげてろう渡ろう 

啓発運動を行う 

子ども見守り 

パトロール 
年間通じて 主催 

○小学校登校時の見守りパトロール 

＜協力団体＞・エクシードさわやかクラブ 

・柳島自治会、 ・中島自治会 

「ひまわり」で 

「みまもり」 
夏～秋 共催 

〇プランターに植えた花に水をやりなが

ら見守り 

活動をする取組み実施 

・昨年配布した家庭へ花苗を配布(80 個） 

 

防犯ネットワーク 

会議 

令和 7 年 

2 月 
参加 行政(安全対策課)主催の会議へ参加 

 

（4）スポーツ健康部会 

会議・事業 日程 区分 主な内容 

ニュースポーツ 

普及活動 

令和 6年 6月～ 

令和 7年 3月 
主催 

〇柳小体育館で毎週日曜日開催 

〇ニュースポーツ普及活動 

・ソフトバレーボール、ファミリー 

バトミントン その他 

定例会 通年 主催 ○毎月第３土曜日開催(コミセン湘南) 

ニュースポーツ教室 7 月以降 主催 

 

○湘南地区在住老若男女(柳島小学校) 
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湘南地区スポーツ大会 夏～秋 主催 
○夢わくわく公園にて開催 

・競技種目：ペタンク 

第 3 回湘南地区 

スポーツフェスティバル 
10 月 14 日(祝) 主催 柳島スポーツ公園にて開催 

第 87 回高南一周駅伝 
令和 7 年 

1 月 13 日(祝) 
協力 

○茅ヶ崎市主催事業 

 柳島スポーツ公園周辺 

地区別親善ニュー 

スポーツフェスティバル 

令和 7年 

2 月 23 日(日) 

3 月 9日(日) 

協力 

○会場：茅ヶ崎市旧体育館予定 

2/23：ソフトバレーボール、ペタンク 

3/9 ：ファミリーバトミントン 

 

（5）社会福祉部会(湘南地区社会福祉協議会含む) 

会議・事業 日程 区分 主な内容 

総会 令和 6 年 4 月 主催 
令和 5 年度事業報告・収支決算報告 

令和 6年度事業計画(案)・予算(案)他 

定例会 通年 主催 〇毎月（12 回開催） 

評議員会 
令和 6 年 7 月 

令和 7 年 2 月 
主催  

会報「しょうなん」

の発行 

令和 6 年 7 月 

令和 7 年 1 月 
主催 全戸配布 

ふれあい映画会 偶数月(第３水曜日) 主催 定例事業(年６回開催) 

オレンジカフェ 令和 6 年 9 月 共催 包括支援センター「すみれ」と共催 

福祉まつり 
令和 6 年 

10 月 26 日(土) 
主催 定例事業、（柳島小学校にて開催） 

 

（6）広報部会 

会議・事業 日程 区分 主な内容 

定例会 通年 
主催 ○毎月第 3 日曜日開催 

○情報通信員含めて開催 

HP 作成・更新教育 適宜 主催 
○内部講師に依る演習形式 計 2回開催 

ホームページへの投稿スキル習得教育 

広報紙編集会議 適宜 主催 
○掲載記事、紙面編集担当の調整 

○発行スケジュール調整 

広報紙「まちぢだよ

り」発行 

令和 6 年 7 月 

12 月 

令和 7 年 3 月 

主催 
○印刷はプリントパックへ依頼 

○発行枚数：6500 枚 
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１．収入 単位(円)

地域コミュニティ設置運営補助金 250,000 250,000 100.0 市からの運営費

茅ヶ崎市より防災補助金 87,000 65,000 74.7 防災訓練補助金　\87,000×0.75

自治会分担金 130,000 126,000 96.9 ８自治会、自治会員数（+25）

認定コミュニティ特定事業助成金（広報） 158,127 154,000 97.4 まちだより発行等

認定コミュニティ特定事業助成金（中中ﾄﾚｲﾝ） 70,000 70,000 100.0 事務・活動・保険料等

繰越金 434,913 370,185 85.1

合　計 1,130,040 1,035,185 91.6

２．支出 単位(円)

事務費 50,000 50,000 100.0 コピー・印刷代

会議費 10,000 30,000 300.0
まちぢから協議会連絡会　年会費
意見交換会

研修費 55,000 55,000 100.0 視察研修

広報啓発費 30,000 30,000 100.0 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｻｰﾊﾞｰ年間使用料、ｻｰﾊﾞｰメール使用

事業費 329,000 349,000 106.1 事業費明細　下表参照

役員手当 31,000 31,000 100.0 役員９名

認定コミュニティ特定事業助成金（広報） 158,127 154,000 97.4 まちだより発行

認定コミュニティ特定事業助成金（中中ﾄﾚｲﾝ） 70,000 70,000 100.0 事務・活動・保険料等

予備費 396,913 266,185 67.1

合　計 1,130,040 1,035,185 91.6

事業費内訳(案) 単位(円)

項　　目 内　　容

広報部会　動画ソフト更新費用 12,000 12,000 100.0 防災広報

防災訓練 137,000 137,000 100.0

中島中学校文化交流会 30,000 30,000 100.0

令和７年賀詞交歓会 30,000 30,000 100.0

スポーツ健康部会活動費用 30,000 30,000 100.0

期末懇親会負担金 60,000 60,000 100.0

子ども育成部会　パトロ-ル 20,000 20,000 100.0

中島中学校体育祭関連費用 0 20,000 過去その他として計上

社会福祉部会 10,000 10,000 100.0

合　計 329,000 349,000 106.1

令和５年度 令和６年度 対前年比
（％）予算額 予算額

内　　容
予算額 予算額

令和６年度　湘南地区まちぢから協議会収支予算

項　　目
令和５年度 令和６年度 対予算比

（％）
内　　容

予算額 予算額

項　　目
令和５年度 令和６年度 対前年比

（％）
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特定事業の概要（湘南地区・広報活動事業）                            

平成２９年度より広報紙を年２回～３回発行し全戸配布を実施しました。また、広報紙のタイトルを

本協議会全体で協議し、本地区のシンボルマークを地域や各学校に募集し、地域が一体となって地域の

ことを考え、広報紙発行に伴い、地域住民一人一人に地域のことをより考え、参画してもらうような活

動を展開していきました。 

湘南地区まちぢから協議会の広報紙や HP を見れば、この地区全体の様子や動きがわけるようになる

ことを目指し、日々様々な情報を発信しています。 

これらの活動を一過性に終わらせることなく、発展的に継続していくこと、その情報を構築・活用で

きる能力を持った担い手を地域の中に一人でも多く育てていくこと（情報リテラシー向上）が不可欠と

考え、湘南地区まちぢから協議会の最優先課題として本事業を継続提案し、実施しています。 

 

（１）事業の概要 

湘南地区住民に寄り添ったきめ細かな情報の発信および情報活用力（情報リテラシー）の向上、お

よび担い手（人材）の育成を目的に、発展的継続事業として、以下の事業を実施する。 

＜内容＞ 

①  広報紙の発行 

②  ホームページの充実 

③  ホームページの周知 

④  情報活用力の向上と担い手（人材）育成 

 

（２）事業のねらい 

住民に寄り添ったきめ細かな情報の伝達・共有を推進させることでより効果的な地域コミュニティ活

動を行う基盤を整備し、住民への情報公開・共有化のため、本協議会が中心となった「広報拠点」を

目指します。そのため、特に、まちぢから協議会のホームページの周知活動にも注力し活動を展開し

ます。 

また、広報部会を中心に各自治会、各団体から選出された情報通信員に対し、より効果的・効率的な

研修を実施し、情報リテラシー向上を図ります。これにより、広報紙・ホームページを発展的かつ長

期的に発信できる人材の確保とスキル向上に繋げ、地域の広報活動を担っていく地域住民の発掘や育

成を行います。特にホームページ製作可能な新たな担い手の発掘を狙い、継続的な地域活動に繋がる

ことを期待します。 

 

（３）令和５年度実績 

広報紙発行については７月、１２月、令和６年３月に発行し、ホームページを見る環境にない方へも

きめ細かな情報伝達をすることができました。また今年度はホームページ周知活動の一環として、広

報誌にホームページの活用方法について掲載し、更新情報の通知希望者の獲得に繋げました。 

ホームページの充実については、本協議会・部会・自治会が事業を実施した際には、情報通信員を通

して実施内容に関する記事を速やかに掲載しました。 
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特定事業実施報告書（湘南地区・広報活動事業）                  

 

事
業
の
実
施
内
容 

活動内容 

湘南地区住民に寄り添ったきめ細かな情報の発信および情報活用力（情報リ

テラシー）の向上、および担い手（人材）の育成を目的に、発展的継続事業とし

て、以下の事業を実施する。 

① 広報紙発行 

② ホームページの充実 

③ ホームページの周知 

④ 情報活用力の向上と担い手（人材）育成 

活動期間 通年 

実施体制 
湘南地区まちぢから協議会 

広報部会 
周知方法 

自治会回覧、公共施設配布 

広報紙・チラシ全戸配布、ホ

ームページへの掲載 

参加者数 
協議会委員７名 

地域住民 １２名 
実施日 令和５年５月から 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

【広報紙発行について】 

広報紙（アナログ情報）は 7 月・12 月・3 月発行し、ホームページを見る環

境にない方へもきめ細かな情報伝達をすることができた。また各記事の近傍

には QR コードを付記しホームページ上にアップしているイベント動画と合

わせて記事を楽しんでいただくことができた。 

【ホームページの充実について】 

内容の更新は、引き続き、各自治会・部会から選任されている情報通信員を通

して事業実施内容や地域でのイベント等に関する記事を掲載した。また一部

の自治会では自治会館の使用状況カレンダーや回覧情報を掲載する取り組み

を進めており、視聴数の増加に繋がったと推察している。また、これらの取り

組み等を自治会長が全員出席するまちぢから協議会定例で情報交換をするこ

とで、更に地区全体で取り組みを推進する体制を築くことができた。 

【ホームページ周知について】 

上述のとおり、広報紙の各記事に関連する HP の QR コードを付記して、広

報紙からの HP にアクセスする仕組みを今年度も実施した。また、ホームペ

ージの活用方法を分かりやすく広報誌に掲載することでホームページの周知

を行った。 

【情報活用力の向上と担い手（人材）育成について】 

HP の投稿手順の説明について広報部会員が講師となり個別に講座を１回開

催した。また、毎月の広報部会定例会で、各情報通信員の技術的な Q&A を

行い、スキルの横展開と技術移転を行ってきた。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

毎月定例の部会会議と編集委員会により、事業を計画的に実施できた。 

昨年度より閲覧数を詳細に把握できるツールを導入しており、推計値の一つと

23



して用いていた HP 登録者数に重きを置くのではなく、純粋に閲覧数を増やす

コンテンツの在り方に視点を移して取り組みを進めることができた。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

予算計画や配分はほぼ計画通り実施した。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

ホームページ内に設けているギャラリー（地域住民撮影による身近な写真やサ

ークル活動の紹介等）を通し、地域住民との双方間の情報交換ができるよう務め

たほか、活動の拠点であるコミュニティセンター湘南も一体となり、広報紙の問

合わせへの対応、コミセンへの直接の意見聴取にも丁寧に対応し地域住民と接

した。 

また、まちぢから協議会のシンボルマークを広報紙・ホームページでの掲載記事

ともに積極的に活用を継続し、住民の目を向けさせることに努めた。 

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

ホームページへの各自治会、各団体の年間投稿数の目標を達成することができ

た。その要因として、広報部会員が講師となりホームページの投稿手順について

の講習会を開催し、各情報通信員が知識習得をできる体制を築けたことが挙げ

られる。この結果、広報部会員と情報通信員の双方のやりがいを形成できてお

り、情報通信員の参画が２名から６名に増加した。 

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

ホームページに記事をアップする要員として地域の情報通信員の育成を行うこ

とができた。現人材が、新しい技術の習得し積極的に動く風土ができつつあるの

で情報通信員の更なる育成と拡充に向けた土台は着実に整いつつある。 

課題と今後の展望につ

いて 

次の手段により情報発信と活用の向上を図る。 

１．ホームページの内容充実 

『見てもらうホームページから使ってもらうホームページへの進化』 

  ①トップページに住民が生活で使う情報をリンクさせて掲載。 

②市役所情報から生活密着情報、緊急・防災情報を抜粋して掲載 

③各自治会毎の回覧を掲載し、紙での回覧と併存させて利便性を訴求する。 

２．IT 教育推進：外部組織を使ったスマホ教育の実施。 

３．情報通信員の育成・拡充。 
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令和５年度 認定コミュニティ特定事業収支決算書 

 

収入 

科   目 予 算 額 決 算 額 内             訳 

補助金 153,127 153,127 認定コミュニティ特定事業助成金（広報活動事業）

    

計 153,127 153,127  

 

 

支出 

科 目 予 算 額 決 算 額 内       訳 

印刷製本費 90,075 89,085 ・広報紙発行 

 17 号 A3/6500 部 両面カラー 

 18 号 A3/6500 部 両面カラー 

 19 号 A3/6500 部 両面カラー 

ホームページ

継続運用費 

57,552 

 

57,552 

 

・イラストレーター使用料（２セット） 

謝金 4,000 2,000 ・ホームページ講習会講師料 

消耗品費 1,500 1,485 ・USB メモリ 

市へ返還  3,005  

計 153,127 153,127  

 

対象経費は、領収書等により、認定コミュニティが支払ったことが確認できることが必要です。 
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特定事業の概要（湘南地区・中中トレイン）                            

湘南地区まちぢから協議会は、中島中学校との信頼関係を構築した地域連携を行っており、校長を

はじめ教員と生徒との地域交流を行ってきました。 

学校と地域との意見交換をし、中学校の不登校、生活困窮家庭、授業の遅延など様々な理由で悩み

を抱えている生徒がいること等の課題を聞き取っており、地域が少しでもその課題解決の場となれば

と考え、次のとおり中学生の学習支援、居場所づくりに関する事業を実施しました。 

 

（１）事業の概要 

コミュニティセンター湘南を利用して、中学生の学習支援、居場所づくりを行います。 

月に２回開催。 

第１水曜日 １８時００分から２０時００分 

第３土曜日 １４時００分から１７時００分 

 

居場所づくりの中で実施する事業は主に２つ。 

① 学習支援・相談支援 

② お茶菓子・飲料の提供 

学習支援では地域のボランティアを募集し、ともに運営をします。 

また、フードバンクかながわを活用した既成のお菓子などを提供することで経費の削減に努めてい

ます。提供していただく品目にはバリエーションがあり、中学生の子たちからも良好な反応が返って

くるケースが多々見受けられます。また、フードロスや地域での支えあいという観点からも、素晴ら

しい取り組みであり、今後も継続して頂きたいと考えています。 

 

（２）事業のねらい 

子ども育成部会では、子どもに関する課題について、地域交流会などの場面で湘南地区にある中

島中学校と定期的に情報交換してきました。様々な課題がある中で、特に地域一体となって取り組

みたいテーマとして一致したのが、生徒への居場所づくりでした。 

 現在、中学校では不登校、生活困窮家庭、学校の授業に遅れてしまうなどの様々な理由で問題を

抱えている生徒がいます。不登校の生徒は、学校へ行くこと自体に抵抗感を持っているなど人との

関わりを避ける傾向にあるが、学校へ行かないことで授業への遅れが起きてしまうというサイクル

が発生しています。さらに、コロナ禍を経て、不登校生徒が増加しているという実態があり、授業

への遅れは生活困窮家庭の生徒にも見受けられるという現状もあることが情報交換の中で分かりま

した。 

 そこで学習の遅れを取り戻せるような支援の必要性が出されましたが、学校へ向かうこと自体へ

の抵抗感から学校での事業実施は適切でないと考え、地域の拠点施設である地域集会施設で、まず

は学校関係者以外の地域の大人が関わって彼らの居場所を作り、その中で学習へのサポートも行う

ことが課題解決に繋がるのではとの結論に至りました。また、今回ターゲットとする生徒のうち、

生活困窮家庭の生徒は、自宅で食事を満足に得られない事があったり孤食の状況下にあるとの情報

もありました。そこで学習支援後に軽食を提供し、みなでテーブルを囲んで食事しながら会話を交

わす環境を提供することで、より生徒の心に寄り添うことが必要であると考えましたが、今年度は

コロナ禍を経て中断を余儀なくされた軽食の提供を一部再開しましたが、既製のお菓子などを提供

が中心となりました。 
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本事業への生徒の参加については、学校の先生が三者面談、家庭訪問等で個別に声を掛けてアプ

ローチし、地域、学校が共に協力して事業を実施しました。

なお、事業の企画にあたっては、地域内での意見募集を地域内回覧、HP で広く募集し、いただ

いた意見をもとに事業計画を立てました。 

（３）令和５年度実績 

参加者数等の実績及び特記事項については、別資料のとおりです。 
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特定事業実施報告書（湘南地区・中中トレイン）                  

 

事
業
の
実
施
内
容 

活動内容 
 コミュニティセンター湘南を利用して、中学生の学習支援、居場所づくりを行

う。 

活動期間 令和５年５月～令和６年３月 

実施体制 
湘南地区まちぢから協議会 

子ども育成部会 
周知方法 

自治会回覧、公共施設配架、 

中学生保護者への周知、学校

の三者面談時でのヒアリング 

参加者数 

協議会部会員  

６～１０名程度 

地域ボランティア  

４～１０名程度 

中学生生徒 

３～２０名程度 

実施日 

第１水曜日 

１８時から２０時 

第３土曜日 

１４時から１７時 

 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

 中学生の居場所づくりとして、効果のある事業を実施することができた。 

 学校生活や家庭環境に様々な課題を抱えている中学生が参加している。中に

は継続的に参加している中学生もおり、拠り所としての機能を果たしていると

感じている。 

また、会話の中からも抱える課題を把握することができ、学校との情報共有

も図ることができていることから、地域一丸となって実施している事業である

と考えている。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

 概ね計画どおりの事業実施となったが、参加生徒数に対して、講師が足りてい

ない状況があり、自習室のような形態で実施する日が見られた。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

 フードバンクを活用する等して経費の削減に努めた。利用者の満足につなが

った意味では少ない経費で有効な事業ができたと感じている。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

 対象となる中学生には、対話を通じた意見聴取に努めることができた。加え

て、中学校との密な連携により、情報共有・情報交換を行うことができた。 

様々な事情や不安を抱えている生徒であるため、対話を通じた意見聴取は、心

理的安全性をもたらすと共にニーズの把握に効果的であった。また、中学校との

連携により、抱える背景等も把握することができ、今後の事業展開を検討する上

で重要な要素となっている。 

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

 湘南地区まちぢから協議会子ども育成部会の委員をはじめ、青少年育成推進

協議会の委員、民生児童委員、地域住民等が担い手となり、大きなやりがいを感

じて支援を行っていた。 
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事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

湘南地区に住んでいる大学生が中島中学校の卒業生であり、学習や進路等に

関する先輩講師として参加してくれた。 

また中学校の先生に臨時講師として参加いただくなど、地域と学校のつなが

りの醸成に寄与している。 

課題と今後の展望につ

いて 

 近年では不登校児童以外の子どもたちがテスト期間の自習場所として利用す

るケースが増加しており、不登校児童や生活困窮家庭の生徒が参加しやすい環

境づくりが課題となっている。そのため継続的な状況把握と事業実施が重要で

あると考えている。 

 また、講師不足が大きな課題となっており、講師確保に向けて、有効的な地域

への周知と担い手の発掘を検討していかなければならない。 
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令和 5 年度 認定コミュニティ特定事業収支決算書 

収入 

科 目 予 算 額 決 算 額 内 訳 

補助金 70,000 70,000 認定コミュニティ特定事業助成金 

計 70,000 70,000 

0 

支出 

科 目 予 算 額 決 算 額 内 訳 

事務費 13,000 12,652 コピー印刷代

活動費 54,500 51,563 お菓子、お茶、ビニール袋代 

予備費 2,500 0 

市へ返還 0 5,785 

計 70,000 70,000 

対象経費は、領収書等により、認定コミュニティが支払ったことが確認できることが必要です。 
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